
 

 

 

 

 

 

・ 本部会では、令和４～６年度に審議を行い、令和7年3月に「薬剤師・登録販売者の資質向上のための実践ガイド」を

作成した。 

・ 市販薬の濫用については、令和７年５月に市販薬の販売規制の強化などの薬機法改正が行われたところであり、実践

ガイドの記載整備が必要である。 

・ また、超高齢社会を迎える中、府民が住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、地域包括ケアシステムの構築に

向けて、薬局薬剤師による薬剤レビューのさらなる推進が重要となっており、こうした状況を踏まえ、実践ガイドの内容

の充実についての検討が必要である（令和７～８年度）。 

 

・  

 

（１）薬局薬剤師による薬剤レビュー （令和５年度に実施した薬剤レビュー事業のフォローアップ調査の実施） 

①アンケート調査 

調査期間：令和７年６月２日～３０日 

対象者：令和５年薬剤レビュー事業参加者３０名 

回答数：16名 

調査項目： 薬剤レビューの実践の有無 

              実践有の場合、実践経験・実践した端緒・苦慮したこと・取り組んだこと・実践してよかったこと 

  実践無の場合、実践していない理由 

   

②ヒアリング調査 

  ①のアンケート調査への回答者の一部よりヒアリング調査を実施。 

 

 

 

 

 

（２）市販薬の濫用対策  

①府民の意識調査の実施 

調査対象：大阪府在住の18歳から90歳までの男女 計1,000サンプル 

調査項目（合計最大10問）： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「薬剤師・登録販売者の資質向上のための実践ガイド」の一部改訂等について 

令和７年５月に公布された販売規制を強化する薬機法改正を踏まえ、実践ガイドの一部を改訂(令和8年3月策定予定) 

また、 同実践ガイドから登録販売者に関わる部分を抜粋し、「登録販売者の資質向上のための実践ガイド」を作成予定。 

 

 

 

・ 改訂等行った「実践ガイド」を大阪府ホームページへの掲載、関係団体への通知、講習会の機会を通じて周知。 

・ 令和８年度は、薬剤レビューの地域での取組み事例等を盛り込み「薬剤師・登録販売者の資質向上に向けた実践ガイド」を

充実させる予定。  
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３．今後の予定 
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大阪市浪速区で、薬剤師会・愛染橋病院・大阪医科薬科大学が連携して、研修会を開催するなど、地域で薬剤レ

ビューに取組んでいることがわかったため、浪速区の関係者から取組内容について発表いただいた 
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（複数回答あり） 


